
労働安全衛生法の第１ 条では、 下記の措置を講じるなどして労働災害防止のため総合的な対策を推
進し 、 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 快適な職場環境の形成を促進することを
目的としています。

(１ )責任体制の明確化 (２ )危険防止基準の確立 (３ )自主的活動の促進

ト ッ プが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・ 安心

東京労働局 労働基準監督署

労働安全衛生法の目的
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高年齢労働者の安全衛生対策15
高年齢労働者の就労が一層増加し、これに伴い労働災害による死傷者のうち60歳
以上の労働者の占める割合が懸念されています。こうしたことから、厚生労働省は令和
２年３月に高年齢労働者の労災防止を目的として、事業者や労働者が取り組む事項を
とりまとめ、「高齢者労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリー
ガイドライン）」を公表しました。
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外国人労働者の安全衛生対策16
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職場の安全衛生について 、 再点検し てみま し ょ う ！
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